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学校等欠席者・感染症情報システム
統廃合申請システム説明資料
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・統廃合の申請受付期間になりますと、主管課のアカウントでログインした場合に
ログイン後の画面に「統廃合申請画面はこちら」のリンクが表示されますので、リ
ンクをクリックしてください。

・統廃合申請システムは、このリンクから入っていただかないと使用できません。

※リンクが表示されない場合は下記の問い合わせシステムでご連絡ください。

https://school.953862.net/inquiry/

１ 統廃合申請システムへのリンク
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２ 主管課における自施設情報の修正

・初めて統廃合申請のリンクをクリックした時だけ、自施設情報（施設名称、担
当者、メールアドレス）の変更画面が表示されます。

・統廃合の情報はここで入力されたメールアドレス宛に送信されますので、変更
がある場合はかならずここで変更を行ってください。

20XX年度
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３ 統廃合申請のメニュー

・申請のメニューは、1.廃校（廃園）、2.中学校区（小学校区）の変更 の２種類があります。

・自施設情報の修正は（名称、担当者、メールアドレス）の変更が可能です。

・メニュー画面の説明をよくご確認いただいて、適切な申請を行ってください。



5

4 申請の流れと主管課の権限設定

都道府県（政令指定都市）の主管課の場合

メニュー画面から各申請のリンクをクリック

市区町村（区）の一覧画面から申請する自治体を選択
※市区町村（区）ごとに申請します

各申請画面へ（※次ページ参照）

市区町村の主管課の場合

メニュー画面から各申請のリンクをクリック

各申請画面へ（※次ページ参照）

統廃合申請の主管課の権限設定

〇都道府県教育委員会
県立学校(幼稚園）･市町村立学校(幼稚園）すべて
〇都道府県私学担当課
県内の私立学校（幼稚園）すべて
※私学担当課が対応しない場合は、教育委員会が主管する。
〇都道府県保育担当課
県内の保育園･こども園すべて（幼稚園）
※保育担当課が対応しない場合は、教育委員会が主管する。
〇市区町村教育委員会
市区町村立学校（幼稚園）すべて
〇市区町村保育園・こども園担当課
市区町村立・私立保育園・こども園（幼稚園）すべて
※幼稚園は、教育委員会と保育担当課のいずれにおいても
申請できる。

＜留意事項＞
市町村については、できれば都道府県でとりま
とめて申請をお願いします。その際、都道府県
と市町村で重複して申請することがないように
特にご留意ください。
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5 統廃合申請システムの各画面

廃校（廃園）申請 中学校区（小学校区）の変更申請

＊詳細な申請方法はマニュアル（p.119～128）をご確認ください。

※「新設校（新設園）の登録申請」と「施設名称・施設区分の変更申請」は感染症情報システムか
らいつでも申請できるようになりました。統廃合申請の機能からは除外されていますのでご注意く
ださい。

https://school.953862.net/manual_all/pdf/manual.pdf
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